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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ビームを出力するための発光システムであって、
　光学装置から既定の距離に配置された投射面上に、既定の幅をもつ光ビームを放射する
ための、第１の軸に沿って整列された少なくとも２つの光源を有する前記光学装置と、
　回転軸の周りの回転により複数の角度位置に移動可能であり、光学デバイスが回転した
ときに前記投射面上の放射された光ビームの前記幅を変えるように構成された光学要素を
有する前記光学デバイスと、
　前記少なくとも２つの光源により前記光学デバイスに向かって放射する光を後方反射す
るための反射体とを有し、
　前記反射体は、前記光学デバイスに面する放物状凹形反射面を有し、前記反射面は、前
記第１の軸と平行な第２の軸に沿って延在し、
　前記光学要素は、前記第１の軸と直交する第３の軸に沿って延在する平行アレイに従っ
て設けられた凹形及び／又は凸形の長尺光学要素を有する、発光システム。
【請求項２】
　前記光学装置は、前記光学デバイスと実質的に直角をなす既定の方向に概ね向けられた
光ビームを出力するように構成される、請求項１に記載の発光システム。
【請求項３】
　前記光学装置は、前記光源が配置される内部空洞を制限する反射壁と、光出口とを有す
るハウジングを有する、請求項１に記載の発光システム。
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【請求項４】
　前記少なくとも２つの光源は、前記放物状の焦点軸上に配置される、請求項１に記載の
発光システム。
【請求項５】
　前記反射体は、前記凹形反射面に対して側面に配置された側面反射面を更に有する、請
求項１に記載の発光システム。
【請求項６】
　前記反射体は、少なくとも１つの対称面に対して幾何学的に対称であり、前記回転軸は
、前記少なくとも１つの対称面に含まれる、請求項１に記載の発光システム。
【請求項７】
　前記光源の装置は、前記光源軸と直角をなす平面に対して対称である、請求項１に記載
の発光システム。
【請求項８】
　対称性をもつ光源の各ペアの光源は、実質的に同一の波長、同一範囲の波長若しくは同
一色を放射し、及び／又は、実質的に対称の光度分布をもつ、請求項７に記載の発光シス
テム。
【請求項９】
　前記光源の装置は、前記回転軸にオプション的に対応する第２の回転軸の周りの回転に
より、複数の角度位置に移動可能である、請求項１に記載の発光システム。
【請求項１０】
　前記光源はＬＥＤを有する、請求項１に記載の発光システム。
【請求項１１】
　光源の前記反射体は、前記回転軸に好ましくは対応する第３の回転軸の周りの回転によ
り、複数の角度位置に移動可能である、請求項１に記載の発光システム。
【請求項１２】
　前記光学装置は、矩形形状をもつ光ビームを投射面上に放射するように構成され、幅は
、矩形の小さい方である、請求項１に記載の発光システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光システムの分野に関し、より正確には、線状（linear）及び狭（narrow
）ビームを生成する発光システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アーチ照明、ブリッジ照明、トンネル照明、フレーム照明、ラインプロジェクション、
低高さ照明又はグレージング照明のような建築用の照明アプリケーションにおいて、線状
及び狭ビームを生成する発光システムは、強調するためにより適切及び／又は必要である
。
【０００３】
　米国特許第６，８５１，８３５号明細書は、斯様な発光システムを開示している。これ
は、複数の放物状に構造化された形状をもつ線状反射体と、この反射体の線状焦点面で位
置合わせされる、以下でＬＥＤとして設計される発光ダイオードの線状アレイとを有する
。ＬＥＤの線状アレイは、反射体の内部に取り付けられ、反射体に向かうように配向され
る。
【０００４】
　反射体の焦点面に沿ったＬＥＤの配置及びこの反射体の複数の放物状に構造化された形
状により、この発光システムは、平行なビーム光線を出力し、ＬＥＤの線状アレイの外へ
長い距離に渡って狭い光ストリップを発射する。この既知のデバイスにより生成された光
ストリップの形状は、反射体の出口構造に依存する。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、照明出力形態に影響を与えるためにユーザに対してより多くの柔軟性
を与える一方で、依然として狭及び／又は線状ビームを得る可能性を維持することにより
、既知の技術を改良することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的のために、ここで提案された発明は、狭及び線状ビームのような光ビームを出
力するための発光システムであって、光学装置から既定の距離に配置された投射面上に、
既定の幅をもつ光ビームを放射するための、少なくとも１つの光源を有する前記光学装置
と、回転軸の周りの回転により複数の角度位置に移動可能であり、光学デバイスが回転し
たときに前記投射面上の放射された光ビームの幅を変えるように構成された光学要素を有
する前記光学デバイスとを有する、発光システムである。
【０００７】
　これらの特徴の結果、本発光システムは、良好な光学効率及び制限されたコストで、制
限された光漏出又は光汚染で、前記幅によってビーム開口部を容易に変化させる可能性を
ユーザに提供する。
【０００８】
　特に、本発明は、ユーザ、例えば照明生成者が、狭ビームの幅を調節することによりオ
ブジェクトに対する様々な照明効果を生成することを可能にする。
【０００９】
　例えば、ビーム開口部は、少なくとも１つの光源の光学軸のうち少なくとも１つと実質
的に平行な回転軸（ＺＩ）の周りに光学デバイスを回転させることにより変更され得る。
【００１０】
　各光源は、任意のタイプ（白熱又はハロゲンランプ、ＨＩＤ、ＬＥＤ・・・）のもので
あってもよく、ランバート（Lambertian）であってもよく又はなくてもよい。本発光シス
テムは、好ましくは発光システムの光学中心に配置された１つだけの光源、又は、直線軸
若しくは湾曲軸上に整列された、若しくは、直線的若しくは湾曲マトリクスに従って配置
された複数の光源を有し得る。
【００１１】
　本発明の発光システムの種々の実施形態において、一の実施形態は、以下の特徴のうち
少なくとも１つ及び／又は他の特徴を用いる。
－　光学装置は、光学デバイスと実質的に直角をなす既定の方向に概ね向けられた光ビー
ムを出力するように構成される。
－　光学装置は、（複数の）光源が配置される内部空洞を制限する反射壁と、光出口とを
有するハウジングを有する。
－　光学装置は、少なくとも１つの光源により光学デバイスに向かって放射する光を後方
反射するための反射体を更に有し、反射体は、平面、凸面又は凹面である異なる形状をも
ち、この反射体は、基板上に形成された多層フィルタにより、又は、光源の（複数の）ベ
ッセル上に直接的に与えられ得る。
－　反射体は、光学デバイスと向かい合う凹形反射面を有し、反射体は、少なくとも１つ
の光源と向かい合う凹形反射面を有し、反射面は、横方向に凹形であり、反射軸（Ｘ２）
に従って長手方向に延在し、例えば、反射体の凹面は、放物状であり、少なくとも１つの
光源は、放物状の焦点軸上に配置され、反射体は、凹形反射面に対して横方向に配置され
た横方向反射面を更に有し、反射体は、少なくとも１つの対称面（Ｐ，Ｐ´）に対して幾
何学的に対称であり、回転軸（ＺＩ）は、この少なくとも１つの対称面（Ｐ，Ｐ´）に含
まれる。
－　光学装置は、光源軸（Ｘ１）に沿って整列された少なくとも２つの光源の装置を有し
、光源軸（Ｘ１）は、反射体軸（Ｘ２）と平行であり、光源の装置は、光源軸（Ｘ１）と
直角をなす平面に対して対称であり、対称性をもつ光源の各ペアの光源は、実質的に同一
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の波長、同一範囲の波長若しくは同一色を放射し、及び／又は、実質的に同一の光度分布
をもち、光源の装置は、好ましくは回転軸（Ｚ１）に対応する第２の回転軸（Ｚ２）の周
りの回転により、複数の角度位置に移動可能である。
－　光源はＬＥＤを有する。
－　光学デバイスの光学要素は、平行アレイに従って設けられた凹形及び／又は凸形の長
尺光学要素を有するか、又は、光ビームの長さに沿ってよりむしろ幅に沿って異なって回
折するための回折ネットワークを形成する回折光学要素を有する。
－　光学装置は、矩形形状をもつ光ビームを投射面上に放射するように構成され、幅は、
矩形の小さい方である。
【００１２】
　本発明の変形によれば、狭及び線状光ビームを出力するための発光システムは、
－　Ｘ１軸に沿って実質的に整列された少なくとも２つの光源を有する光源のアレンジメ
ントと、
－　一の実質的に放物状の凹面内にあり、Ｘ１軸と平行なＸ２軸に沿って延在する凹形反
射体であって、Ｘ１軸及びＸ２軸を含む対称面Ｐに対して幾何学的に対称である凹形反射
体と、
－　場合により、反射体により後方反射された光ビームを拡大するための光学デバイスで
あって、長尺の凹形光学要素のアレイ、長尺凸形光学要素のアレイ、又は、長尺凹形光学
要素及び長尺凸形光学要素のアレイを有する光学デバイスとを有し、前記要素は、互いに
平行であり、対称面Ｐと直角をなし、前記光学デバイスは、対称面Ｐに含まれＸ１，Ｘ２
と直角をなす軸Ｚ１の周りの回転により、複数の角度位置に移動可能である。
【００１３】
　この変形は、前記で記載された特徴のうち少なくとも１つと組み合わせられてもよい。
【００１４】
　ここで述べられた本発明によれば、"平行"、"直角若しくは直交"又は"対称"のような、
本発明を規定するために用いられた幾何学的特徴は、好ましくは、"実質的に平行"、"実
質的に直角若しくは直交"又は"実質的に対称"を意味するものとして理解されるべきであ
る。
【００１５】
　これら及び本発明の他の態様、特徴及び利点は、添付図面と組み合わせてここで与えら
れた開示を理解することに基づいて当業者により明らかになるだろう。詳細な説明は、本
発明の好ましい実施形態を示す一方で、単なる例示により与えられる。
【００１６】
　本発明は、添付図面を参照して一実施形態の一例により、より詳細に説明されるだろう
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態の発光システムの分解斜視図である。
【図２】中央長手面Ｐと直交する断面平面の切断線ＩＩ－ＩＩによる、図１の右断面図で
ある。
【図３】光学デバイスが最初の位置にある、図１の上面図である。
【図４】光学デバイスがＺ１軸に対して相対的に１０度回転された、図１の上面図である
。
【図５】光学デバイスがＺ１軸に対して相対的に３０度回転された、図１の上面図である
。
【図６】線状ロッドがＺ１軸に対して相対的に３０度回転された、図１の変形の上面図で
ある。
【図７】デバイスのハウジングが表されておらず、デバイスの線状ＬＥＤ装置が２つの対
称ＬＥＤをもつ、中央長手面Ｐと平行な断面平面の切断線ＶＩＩ－ＶＩＩによる、図１の
長尺断面図である。
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【図８】図３に示されたような、構成された発光システムが出力するビーム幅の光度分布
である。
【図９】図４に示されたような、構成された発光システムが出力するビーム幅の光度分布
である。
【図１０】図５に示されたような、構成された発光システムが出力するビーム幅の光度分
布である。
【図１１】図１の発光システムの対称面の右側のＬＥＤのセットの、図１の発光システム
の対称面の左側のＬＥＤのセットの、及び、ＬＥＤのセット全体の、放射されたビームの
長さに沿って測定された光度分布である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　この明細書及び特許請求の範囲において用いられる場合において、単数表記は、文中に
おいて別段の明確な指示がない限り、複数の指示を含むことが留意されるべきである。別
段の規定がない限り、ここでの全ての技術的及び科学的な用語は、当業者により一般に理
解されるものと同一の意味をもつ。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態の前述の説明は、包括的であるか、又は、本発明を開示され
た実施形態に限定することを意図するものではない。本発明の範囲内の様々な変更は、当
業者にとって明らかであり、本発明の実践から得られるだろう。特に、以下で述べられる
ハウジング９及び取り付け手段１０，１６は、オプション的であり、及び／又は、同様の
効果をもつ代替要素に、当業者により容易に置き換えられ得る。
【００２０】
　種々の図面において、同一の参照番号は、同一又は類似の要素を示す。
【００２１】
　図１は、例えば、アーチ照明、ブリッジ照明、トンネル照明、フレーム照明、ラインプ
ロジェクション、低高さ照明又はグレージング照明のような、建築又は強調照明において
用いられるように設計された、発光システム１の一実施形態を示す。
【００２２】
　発光システム１は、線状ロッド３上に複数のＬＥＤ４を含む光源と、凹形反射体５と、
光学デバイス２と、ハウジング９とを有し、ＬＥＤ４により放射された光が光学デバイス
２を介して出力される前に凹形反射体５により後方反射されるように構成される。
【００２３】
　ハウジング９は、ハウジング９の前面で開口した空洞２２を規定する背面及び側面を有
する。空洞２２は、中で凹形反射体５を適合させるように構成された後部空洞２２´と、
直線状ロッド３及び場合により光学デバイス２を収納するための前部空洞´´とを有する
。内壁２４は、背面から側面に沿って後部空洞２２´まで延在し、前部空洞２２´´と隣
接する上面２４´をもつ。場合によりネジ山が付けられた幾つかの穴１８，１９が、取り
付け手段１０，１６、例えばネジを受けるように上面２４´に設けられ得る。ハウジング
９の開口した前側は、任意の形状であり、大きなエッジ２５により囲まれ得る。大きなエ
ッジ２５は、発光システム１を（例えば、壁、天井若しくは床、又は、より大きな保護ハ
ウジングに設けられた）ケーシングに固定するため、及び／又は、美観のために用いられ
得る。
【００２４】
　線状ロッド３は、プリント回路基板（ＰＣＢ）２０及び主部２３を有する。
【００２５】
　主部２３は、底面、上面、前面、後面及び２つの側面をもつ。中心穴１３は、主部２３
の上面の中心部分に設けられる。２つの側部貫通孔１４は、主部２３の両側部１５を貫通
するようにそれぞれ設けられ、取り付け手段１２（例えばネジ）が主部２３をハウジング
９に取り付けるために穴１４，１８を通るように、ハウジング９のそれぞれの穴１８面し
ている。これらの穴１３，１４の少なくとも一部は、ネジ山が付けられてもよい。主部２
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３は、更に好ましくは、ＬＥＤを冷却し、熱エネルギを発光システム１から排出するよう
に構成される。この主部２３は、ヒートパイプ、ヒートシンク及び／又は熱伝導材料を有
し得る。
【００２６】
　更に、好ましくは、より高い熱伝導材料で作られた接触層が、ＬＥＤにより供給された
熱エネルギをハウジング９に排出するために（反射体５側の）ＬＥＤ上に設けられる。
【００２７】
　ＰＣＢ２０は、示されないファスナで線状ロッド３にセットされる。ＰＣＢ２０は、半
田付けにより、接着手段により、ネジ１２を介して、及び／又は、任意の適切な取り付け
手段により、取り付けられてもよい。複数のＬＥＤ４の支持体がＰＣＢ２０により提供さ
れる。ＰＣＢ２０は、複数のＬＥＤ４に供給し場合によりこれを駆動させるように、電源
及び場合により制御ユニットに電気的に接続されるように構成される。
【００２８】
　複数のＬＥＤ４は、軸Ｘ１に沿って整列されるように構成される。
【００２９】
　各ＬＥＤ４は、同一の色及び同一の放射タイプであってもよいが、異なる色及び／又は
異なる放射タイプであってもよい。それ故、アプリケーション及び／又は顧客の特定のニ
ーズに依存して出力光の光度分布を変えることが可能である。例えば、ランバート、側面
発光又はバットウィング（batwing）型ＬＥＤを単独で又は一緒に用いることが可能であ
る。他の例において、赤色、緑色及び青色のＬＥＤを同時に用いることが可能であり、又
は、１つだけの色を用いること、若しくは、黄色のような要求された如何なる色を用いる
ことが可能である。
【００３０】
　ＬＥＤは、好ましくは、Ｘ１軸と直角をなす対称面Ｐ´に対して、線状ロッド３上に対
称的に設けられる。より好ましくは、対称的ＬＥＤの各ペアは、同一色のＬＥＤで構成さ
れる。変形において、ＬＥＤの対称的構成は、対称面Ｐ´上に追加のＬＥＤセットを有し
得る。
【００３１】
　ＬＥＤが対称面Ｐ´に対して対称的であるというこの好ましい実装において、対称面の
両側に配置されたＬＥＤの２つのセットの光度分布の重畳が存在する。双方のセットは、
図１に示されたような、対称性をもつランバート分布を構成する。
【００３２】
　凹形反射体５は、本体部６、凹形反射面８及び側面反射体７を有する。反射面８は、軸
Ｘ１と好ましくは及び実質的に平行である軸Ｘ２に沿って延在する。凹形反射面８は、Ｘ
２軸と直角をなす平面Ｐ´に対して好ましくは対称的である。これは、Ｘ１軸及びＸ２軸
と平行な平面Ｐに対して対称的でもある。
【００３３】
　凹形反射面８は、Ｘ２軸と直交する方向の２つの第１のエッジ８´により、及び、Ｘ２
軸と平行な方向の２つの第２のエッジ８´´により制限される。２つの第１のエッジ８´
間の距離は、反射体５の幅を規定し、２つの第２のエッジ８´´間の距離は、反射体５の
長さを規定する。
【００３４】
　この文書の後の部分において、（即ち、ＬＥＤから出て、反射体５により後方反射する
）出力ビームの"幅"及び"長さ"は、平面Ｐ´と直角をなす投射面上に投射されたこのビー
ムの寸法である。このビームは、Ｘ２軸と直交する方向及びＸ２軸と平行な方向のそれぞ
れにおいて得られる。出力ビームの幅及び長さは、反射体５の幅及び長さとそれぞれ相関
することに留意されたい。また、反射体５の側面の反射面７は、出力光ビームの長さを拡
大し、線状光ビームの更なる感覚（即ち、投射面上の薄くて長い光ビーム）を与える、複
数の反射のための光学空洞を生成することに留意されたい。
【００３５】
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　この特定の実施形態において、（即ち、Ｘ２軸と直角をなすように得られた）反射面８
の横断面は、図２において顕著に示されるように、放物面形状をもつ。結果として、反射
面８は、１つの放物状凹面をもつ。
【００３６】
　好ましくは、ＬＥＤのＸ１軸は、放物状反射面８の焦点軸上にある。如何なるデバイス
を伴うことなく、反射体５から出力するビーム光線は、それ故、互いに平行であり、ビー
ムの幅及び長さは、反射体の幅及び長さとそれぞれ実質的に等しい。更に、斯様な平行な
光線により、ビームは、遠い距離で投射され得る。このビームは、それ故、狭くて線状で
ある。
【００３７】
　凹形反射体５は、例えば、接着又は半田付け手段により、又は、ハウジング９の側壁２
４´上に設けられた４つのネジ穴１９において４つのネジ１６で取り付けられた４つのワ
ッシャ１７により、ハウジング９の後部空洞２２´内に固定され得る。
【００３８】
　この特定の実施形態において、光学デバイス２は、概ね平坦であり、実質的に六角形の
形状をもつ。他の実施形態（図示省略）において、光学デバイスは、ハウジング９の円形
の前部開口部に適合するディスクである。
【００３９】
　光学デバイス２は、反射面に対してＺ１軸の周りを回転し得る。Ｚ１軸は、好ましくは
、Ｘ２軸と直角をなし、対称面Ｐ´に含まれる。
【００４０】
　この回転を実行するために、光学デバイス２は、例えば、アーム、ロッド、リベット、
光学デバイス２の中心位置に設けられた中心孔１１を通り、主部２３の中心孔１３上に取
り付けられたネジ１０を用いることにより、線状ロッド３に接続され得る。運動を促進さ
せるために、示されていないベアリングがネジ１０と光学アレイ２との間に配置されても
よい。図１に示された本発明の実施形態において、光学アレイ２は、ネジ１０を解除し、
光学アレイ２を手動で回すことにより回転し、その後ネジ１０をロックする。他の実施形
態において、モータ又はアクチュエータのような機械的手段が、光学面２を自動で回転さ
せるために用いられてもよい。これは、光学アレイ２の回転角度を動的に調節するように
モータ又はアクチュエータを制御することが可能である。
【００４１】
　光学デバイス２は、光学デバイスが回転したときに、光ビームの長さとは異なる幅を変
化させ、それ故に光線の伝播方向に依存してビームの形状を変形させるように構成された
光学要素を有する。例えば、光学要素は、例えば平行アレイに従って設けられた円柱状又
は半円柱状レンズ２１のような、凹面及び／又は凸面の長尺光学要素を有し、長尺光学要
素２１のアレイは、軸Ｙ１に沿って互いに概ね平行に延在する。軸Ｙ１は、軸Ｘ１及び軸
Ｚ１と直交する。例えば、光ビームの長さとは異なる幅を回折するための回折ネットワー
クを形成する回折光学要素のような他の光学要素が用いられてもよい。これらの回折要素
は、例えば透明な表面（例えば、ガラス、プラスチック、ポリカーボネート）上にプリン
トすることにより形成されたホログラフィック拡散体であってもよい。
【００４２】
　好ましくは、アレイ２を構成する光学要素２１のそれぞれは、横断面において凹形及び
／又は凸形の側面をもってもよい。例えば、光学長尺要素２１は、円柱状レンズ又はプリ
ズム式レンズである。図７は、凸形円柱状レンズをもつ光学デバイス２を示す。
【００４３】
　本発明の本実施形態の幾つかの変形において、光学要素２１のそれぞれは、可変又は一
定の横断面をもつ。この場合も、アレイの光学要素２１は、可変又は非可変の横断面に対
して、互いに同一であるか又は異なる。
【００４４】
　アプリケーション及び／又は顧客の特定のニーズに依存してアレイ２の光学要素２１の
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構造（横断面において凹形又は凸形の側面）を変更することにより、出力光の光度分布を
変えることが可能である。
【００４５】
　軸Ｚ１の周りの光学アレイ２の回転は、出力光の光度分布を変えることを意図する。
【００４６】
　凸形（凹形）円柱状レンズアレイ２は、出力された後方反射ビームを、円柱の軸と直角
をなす方向Ｙ１に拡大する（又は細くする）という特性をもつ。しかしながら、ビームは
、Ｙ１軸と平行の方向において大幅には変更されない。
【００４７】
　このアレイが、Ｘ２軸と直角をなす円柱状レンズ２１とともに配置される場合には、ビ
ームの幅に対して大幅な変更はなく、ビームの長さだけが円柱状レンズ２１により拡大さ
れる。それにも関らず、凹形反射面８及び側面反射面７が十分に長く、それ故に、出力光
ビームの長さが十分に長い場合には、これらの円柱状レンズによる光ビームの長さの増大
は、おおきくなく、それ故に無視できる。
【００４８】
　これは、図３に示された光学デバイス２の最初の位置である。これは、図８の光度分布
に対応する。
【００４９】
　図４により示されるように、光学デバイス２は、最初の位置からＺ１軸の周りを回転し
、ビーム長さとは異なるビーム幅を変える可能性を提供する。
【００５０】
　図４において、回転角度は、最初の位置から１０°である。この回転は、図９に示され
るように、出力ビームの幅に沿って光度分布を拡大する。
【００５１】
　前記ビームの拡大は、図３の最初の位置に関して、レンズアレイ２の３０°の回転によ
り強化され得る。これのより大きな回転が図５に示され、それに続くより大きな光度分布
が図１０に示される。
【００５２】
　そして、長尺放物状反射体５及びこの放物状反射体５の焦点軸に配置されたＬＥＤ４の
アレイにより規定された狭及び線状ビームから、発光システムのユーザは、望むようなビ
ームの狭い幅を変更することができ、それ故、照らされるべきオブジェクトに対して異な
る効果を生成する。
【００５３】
　図６に示された変形において、レンズアレイ２は、（即ち、Ｘ２及びＺ１と直交する平
行円柱状レンズを伴う）前記最初の位置にあり、ＬＥＤの線状の装置、即ちロッドは、軸
Ｚ１の周りを３０°回転された。これは、出力された、狭、線状及び後方反射されたビー
ムの拡大をもたらす。この変形において、線状ロッド３は、ネジ１２を用いてハウジング
９に固定されない。この場合において、光学デバイス２及び線状ロッド３を含むアセンブ
リは、適切な手段（例えば、ハンギング手段、光学デバイス２を回転させるために用いら
れたものと同様の回転軸）により接続され得る。
【００５４】
　図面では示されない他の変形において、光源４の反射体５は、対称面Ｐに含まれＸ１，
Ｘ２と平行な軸Ｘ３の周りの回転により、複数の角度位置に移動可能であり得る。Ｘ３は
、好ましくはＸ１に対応し、Ｘ１は、好ましくは、放物状反射体５の焦点軸上にある。こ
の回転が実行されると、光線は、光学デバイス２と直角をなさない。
【００５５】
　逆に、又は、追加的に、ＬＥＤ４の線状ロッド３は、Ｘ１と平行な自己のメジアン長手
軸の周りを回転し得る。
【００５６】
　この変形による反射体５及び／又は線状ロッド３の回転は、出力された、狭、線状及び
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後方反射されたビームの傾斜をもたらす。
【００５７】
　本発明のデバイスは、とりわけ、アーチ照明、（底部による）ブリッジ照明、ラインプ
ロジェクション、フレーム照明（ドア、廊下、窓枠）、低高さ照明（道路、通路、階段）
、トンネル照明（壁又は車道）及びグレージング照明（外観又は地面）に対して用いられ
得る。

【図１】 【図２】
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